
 

 

 

 

令和７年（2025年）１１月１８日 

 

特定個人情報保護評価書（素案）①に関するパブリックコメント（意見募集）について 

 

 

 

 

１ 対象事務      個人住民税事務 

 

２ 募集期間      令和７年（2025年）１１月１９日（水）～１２月１５日（月） 

 

３ 公表方法      熊本市ホームページ掲載 

            市政だよりでの案内 

            市民税課窓口での資料縦覧 
 
 ４ 公表する内容    特定個人情報保護評価書（素案）① 
 
 ５ 意見の募集方法   電子メール、郵送、ファクス、LoGoフォーム 
 
 ６ 意見に対する回答等 意見を踏まえた保護評価書の再検討を行ったうえで、熊本市ホ

ームページ掲載や、市民税課での縦覧により、意見のまとまり
ごとに本市の考え方を公開する。 

熊本市では、「特定個人情報保護評価書(全項目評価書）(素案)」について広く市民

の意見を聴取し、保護評価書に反映させるため、「熊本市パブリックコメント実施要

綱」に基づき下記のとおり実施します。 

Kumamoto City  

News Release 

【お問い合わせ先】 

財政局 税務部 市民税課 

課 長：荒木 巌(あらき いわお) 

担 当：本山 真太郎(もとやま しんたろう) 

電 話：０９６－３２８－２１８３ 



 

 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について 

 平成 25年 5月 31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（番号法）が公布され、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されることとなりまし

た。 

社会保障・税番号制度は、12桁の「個人番号（マイナンバー）」を利用することで、行政運営の効率

化を図り、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。 

番号法では、本人の同意が無くても、番号法に規定されている特定個人情報（個人番号をその内容

に含む個人情報）の提供・移転ができるとされております。その際、特定個人情報の不正な取扱いや不

正な名寄せ・情報集約を未然に防止するため、特定個人情報ファイル（個人番号をその内容に含む個

人情報データベース等）を保有しようとするときは、事前に国の特定個人情報保護委員会が定める方法

により「特定個人情報保護評価」を行うこととされております。 

 

特定個人情報保護評価について 

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に

与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態に発生するリスク分析とその対応措置

を確認し、特定個人情報保護評価書において自ら個人のプライバシー等の権利利益の保護を宣言する

ものです。 

この特定個人情報保護評価は事務ごとに行いますが、今回の個人住民税に関する事務のように、一

定規模以上のものについては、特定個人情報保護評価書（素案）についてパブリックコメントを行い、広

く市民の皆様のご意見を求めなければならないとされています。 

 

今回の修正について 

令和８年１月から市県民税申告がマイナポータルを通じオンラインで出来るようになることから、この運

用に関して、対象者以外の個人の情報の入手を防止するための措置の内容や、リスクに対する措置の内

容等の特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策が適正であるか等について、本事業の

実施に際して市民の皆様のご意見を広く募集するものです。 

 

個人住民税に関する事務について 

 個人住民税の賦課・徴収事務とは、地方税法等の法律に従い、本人及び代理人、特別徴収義

務者等から提出された課税資料（住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等

特定個人情報保護評価の概要（個人住民税に関する事務） 

概要版（持ち帰り可） 



支払報告書等）に基づき、個人住民税額の賦課決定、徴収、証明書等の発行を行う業務です。 

 提出される課税資料に個人番号が記載されることから、個人住民税システムにおいて特定個人情

報を保有することとなるため、個人住民税の賦課・徴収事務について、事前に特定個人情報保護評

価を行うものです。 

 

個人住民税に関する事務に係る特定個人情報保護評価のスケジュールについて 

 

特定個人情報保護評価書の基本構成について 

 

項         目 内                 容 

Ⅰ 基本情報 

・事務の内容 

・使用するシステムの名称・機能等 

・特定個人情報ファイル名 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

・特定個人情報ファイルの内容 

・特定個人情報の入手・使用方法 

・特定個人情報ファイルの取扱いの委託 

・特定個人情報の提供・移転 

・特定個人情報の保管・消去 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリスク対策 

・特定個人情報入手・使用時のリスク対策 

・特定個人情報ファイルの取扱いの委託時のリスク対策 

・特定個人情報の提供・移転時のリスク対策 

・情報提供ネットワークシステムとの接続時のリスク対策 

・特定個人情報の保管・消去時のリスク対策 

Ⅳ その他のリスク対策 
・監査 

・従業者に対する教育・啓発 

Ⅴ 開示請求、問合せ ・特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求先 

時期 内容 

R7.11月～R7.12月 パブリックコメントの実施 

R7.12月下旬 ・第三者点検（熊本市情報公開・個人情報保護審議会内の特定個

人情報保護評価専門部会）の実施 

・特定個人情報保護委員会に特定個人情報保護評価書の提出 

・熊本市のホームページ上で公開 



・特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ先 

 

 

〈評価の流れ〉 

個人番号を扱うこととなるＡの事務が、具体的にはＸ氏という個人番号を含む個人情報ファイル（特

定個人情報ファイル）をシステム等で保有することとなる。（Ⅰ） 

そこでまず、その特定個人情報ファイルがどのように入手・使用・提供・移転・保管・消去されているかを

確認する（Ⅱ）とともに、それぞれの場面においてどのようなリスク対策が採られているか（Ⅲ）、その他

に、監査や従業員に対する教育・啓発等のリスク対策が採られているか（Ⅳ）を検証し、さらに、特定個

人情報の開示・訂正・利用停止請求や特定個人情報ファイルの取扱いにおける責任の所在を明確にす

る（Ⅴ）ことによって、当該事務における個人のプライバシー等の権利利益の保護を宣言するものです。 

 

 



熊本市個人住民税に関する事務における特定個人情報の提供・移転の概要（その１）

提供（移転）側事務 主な提供（移転）情報 提供（移転）先 提供（移転）先の事務

2 児童相談所
・児童福祉法による里親の認定

・養育里親の登録

・障害児入所給付費

・特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給

・負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

4 感染症対策課 ・予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の

　支給に関する事務

5 精神保健福祉室 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収に関する事務

 6 保護管理援護課 ・生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、

　保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

　自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

7 住宅課 ・公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務

・住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定

　若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務

8 国保年金課 ・国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

・国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、

　基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務

・高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給

　又は保険料の徴収に関する事務

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による

　特別障害給付金の支給に関する事務

9 高齢福祉課 ・老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

10 介護保険課 ・介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料

　の徴収に関する事務

11 障がい者福祉相談所 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務

12 こころの健康センター
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務

13 保育幼稚園課 ・子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の

　実施に関する事務

14 子ども政策課 ・児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

・児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

・母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務

・子育て短期支援事業、助産及び母子生活支援施設入所の実負担能力の認定又は費用の徴収に関する事

15
医療政策課 ・難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

16 新型コロナウイルス

感染症対策課
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療等に関する法律による入院患者の医療費の支給に関する事務

17
総務局行政管理部労務厚生

課
・児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

・母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務・

・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は

　寡婦についての便宜の供与に関する事務

・母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

・児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の

　支給に関する事務

・熊本市ひとり親家庭等医療費助成規則によるひとり親家庭等医療費の

　助成に関する事務

・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、

　肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の

　支給、障害福祉サービスの提供、若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

・身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

　又は費用の徴収に関する事務

・知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

　又は費用の徴収に関する事務

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは

　特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の

　福祉手当の支給に関する事務

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の

　支給及び地域生活支援事業の実施に関する事務

個人住民税に関する事務 個人住民税ファイル

＜個人住民税ファイル＞

・住民票コード

・個人番号

・氏名情報

・生年月日

・性別

・続柄

・年税額

ほか

移転1 子ども支援課

3 障がい保健福祉課

提供
（情報提供ネットワークシステムによる）

個人住民税の賦課・徴収事務は地方税法

等の法律に従い以下の業務を行う。
１．課税準備事務

（１）賦課期日時点の個人世帯状況の整理

（２）住民税申告書、給与支払報告書総括表の

発送

２．課税資料受付事務

（１）給与支払報告書の受付（紙、電子媒体、

eLTAX）

（２）住民税申告書の受付及び確定申告書等

の受領（紙、国税連携電子データ）

（３）公的年金等支払報告書の受付（紙、電子

媒体、eLTAX）

（４）申告特例通知の受付（紙、eLTAX）

（５）他自治体への資料回送

３．賦課決定事務（当初課税）

課税資料により賦課情報を決定し、本人、事業

所又は年金保険者に法定納期限までに税額を

通知する。

（１）課税資料の確認、合算作業

（２）税額通知書等の作成及び通知

（３）住登外課税通知の発送

（４）所得・課税証明書の出力

４．賦課更正事務（月例業務）

当初課税後に賦課情報の変更や新規課税を

行う場合、賦課情報の変更、決定を行い、本人、

事業所又は年金保険者に通知する。

５．調査、報告事務

（１）調査事務（扶養調査等）

（２）税務署報告（当初課税、月例業務）

６．徴収事務

（１）収納管理

（２）滞納整理（督促状・催告書発送業務）

（３）滞納処分

（４）調査業務

使用するシステム

・個人住民税システム

・宛名システム

・収納システム

・滞納管理システム

・イメージ管理システム

・庁内連携システム

・団体内統合宛名システム

・中間サーバー

・コンビ二交付システム

・eLTAX審査システム

・国税連携システム

・国税連携支援システム

・住基ネット

・地方税共通納税システム

移転（熊本市役所内）

入手/使用

特定個人情報の

入手・使用・保管・消去

における具体的なリスク対策

その他のリスク対策

提供１

国、都道府県、他市町村

（番号法第19条第7号

別表２関係）

（概要（その２）へ）

提供
提供２

国、都道府県、他市町村

（番号法第19条第9号

関係）

（概要（その３）へ）



熊本市個人住民税に関する事務における特定個人情報の提供・移転の概要（その２）

番

号
提供先 提供先の事務

1 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

2 全国健康保険協会 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

3 健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

4 厚生労働大臣 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

5 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第

四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

6 都道府県知事
児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食

費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
7 都道府県知事 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

8 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給

付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
9 都道府県知事又は市町村長 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

10 市町村長 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

11 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

12 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

13 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

14 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

15 都道府県知事 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

16 厚生労働大臣又は共済組合等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

17

公営住宅法第二条第十六号に規

定する事業主体である都道府県知

事又は市町村長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

18 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

19 厚生労働大臣又は共済組合等 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

20
文部科学大臣又は都道府県教育

委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

21
都道府県教育委員会又は市町村

教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの

22 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

23 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの
24 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

25 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令

で定めるもの
26 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

27

住宅地区改良法第二条第二項に

規定する施行者である都道府県知

事又は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で

定めるもの

28 都道府県知事等 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

29 地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

30
地方公務員共済組合又は全国市

町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令

で定めるもの
31 市町村長 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

32 市町村長 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

33 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

34 都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で

定めるもの

35 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

36 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

37 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項

の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

38 市町村長 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

39 厚生労働大臣又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務

省令で定めるもの

40

市町村長（児童手当法第十七条

第一項の表の下欄に掲げる者を含

む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

41 後期高齢者医療広域連合 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

42 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支

給に関する事務であって主務省令で定めるもの

43

特定優良賃貸住宅の供給の促進に

関する法律第十八条第二項に規定

する賃貸住宅の建設及び管理を行

う都道府県知事又は市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

44 都道府県知事等 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

45 厚生労働大臣
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する

事務であって主務省令で定めるもの

46

平成八年法律第八十二号附則第

三十二条第二項に規定する存続組

合又は平成八年法律第八十二号

附則第四十八条第一項に規定する

指定基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

47 市町村長 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

48
都道府県知事又は保健所を設置す

る市の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

49 厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条

第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

50 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である

給付（同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。）若しくは一時金の支

給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

51 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規

定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二

十一号による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

提供１　熊本市⇒国・都道府県・他市町村への提供提供



52 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

53 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

54 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務

省令で定めるもの

55
文部科学大臣、都道府県知事又

は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

56 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

57

平成二十三年法律第五十六号附

則第二十三条第一項第三号に規

定する存続共済会

平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

58 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関

する事務であって主務省令で定めるもの
59 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

60 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

熊本市個人住民税に関する事務における特定個人情報の提供・移転の概要（その３）

番

号
提供先 提供先の事務（提供理由）

1 国税庁長官 国税の適切な徴収
2 他市町村長 個人住民税の賦課徴収を適切に行うため
3 都道府県知事 都道府県知事が個人住民税の賦課徴収を適切に行うため

提供2　熊本市⇒国税庁、市町村、都道府県への提供提供


